
◎3回目接種の詳しい情報については、こちらをご覧ください。→�

◎各自治体の接種場所については、お住まいの市町村のホ ー ムベ ー ジや

広報、接種総合案内「コロナワクチンナビ」をご覧ください。

◎住民票がある場所（住所造）以外での接種について

・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方吟医療機関や施設でご相談ください。

基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方→医療機関でご相談ください。

•お住まいが住所地と異なる方 ⇒�実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。

実際にお住まいの市町村ホ ー ムペ ー ジでご確認いただくか、相談窓口にお問い合わせください。

◎ワクチンを受けるにはご本人または慄護者の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた

上で、ご本人または保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方または保護

者の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあっては

なりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれでは

あるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

［ ヮクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします J 
新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する効果が確認されていますが、その効果は

100％ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には、「3つの密（密集・密接・密閉）」

の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコ ールによる消毒の励行などをお願いします。
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新型コロナワクチンの詳しい情報については、 

岩手県のホ ー ムペー ジをご覧ください。 ［岩手県 コロナ ワクチン


